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号外はインターネットの福島民報ホームページ（ ）でもご覧になれます。

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
の
避

難
者
ら
が
国
と
東
電
に
損
害
賠
償
を
求

め
た
福
島
（
生
業
‖
な
り
わ
い
）
、
群

馬
、
千
葉
、
愛
媛
の
四
件
の
集
団
訴
訟

の
上
告
審
判
決
で
、
最
高
裁
第
二
小
法

廷
（
菅
野
博
之
裁
判
長
）
は
十
七
日
、

規
制
権
限
を
使
わ
ず
に
東
電
に
津
波
の

対
策
を
指
示
し
な
か
っ
た
国
の
対
応
は

違
法
で
は
な
い
と
し
、
国
の
法
的
責
任

を
認
め
な
か
っ
た
。
同
種
の
訴
訟
で
初

の
統
一
判
断
と
な
る
。
同
種
訴
訟
は
全

国
に
約
三
十
あ
り
、
総
原
告
数
は
一
万

人
を
超
え
る
。
判
決
が
後
続
訴
訟
の
行

方
を
左
右
す
る
の
は
必
至
で
、
被
災
者

へ
の
賠
償
制
度
の
在
り
方
の
議
論
に
影

響
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

四
訴
訟
は
二
〇
一
三（
平
成
二
十
五
）

年
三
月
〜
二
〇
一
四
年
三
月
に
各
県
の

地
裁
に
提
訴
さ
れ
、
原
告
数
は
約
三
千

七
百
人
。
国
の
責
任
の
有
無
に
つ
い
て

は
高
裁
段
階
で
判
断
が
分
か
れ
、
い
ず

れ
も
原
告
、
被
告
双
方
が
上
告
し
て
い

た
。最

高
裁
は
判
決
に
先
行
し
て
三
月
、

損
害
賠
償
額
に
関
す
る
双
方
の
上
告
を

退
け
る
決
定
を
し
、
東
電
の
責
任
と
約

十
四
億
五
千
万
円
の
賠
償
額
を
確
定
さ

せ
た
。
双
方
の
意
見
を
聞
く
弁
論
を
四

〜
五
月
に
開
き
、
残
る
唯
一
の
焦
点
と

な
っ
た
国
の
責
任
の
有
無
を
審
理
し
て

い
た
。

原
発
賠
償
４
訴
訟
最
高
裁
判
決

横
断
幕
を
掲
げ
、
最
高
裁
の
前
を
行
進
す
る
原
告
団
‖
17
日
午
後
１
時
15
分
ご
ろ
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号外はインターネットの福島民報ホームページ（ ）でもご覧になれます。

原
発
事
故
株
主
代
表
訴
訟

４
人
に
賠
償
命
令
東京地裁

東京地裁前で入廷行進する東電株主代表訴訟原告ら‖13日午後

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発

事
故
を
巡
り
、
東
電
の
株
主

が
旧
経
営
陣
五
人
に
対
し
、

津
波
対
策
を
怠
っ
た
た
め
に

廃
炉
費
用
な
ど
で
会
社
に
巨

額
の
損
害
を
与
え
た
と
し

て
、
東
電
へ
総
額
二
十
二
兆

円
を
賠
償
す
る
よ
う
求
め
た

株
主
代
表
訴
訟
の
判
決
で
、

東
京
地
裁
（
朝
倉
佳
秀
裁
判

長
）
は
十
三
日
、
四
人
に
計

十
三
兆
円
余
り
の
支
払
い
を

命
じ
た
。

東
電
旧
経
営
陣
の
賠
償
責

任
を
認
め
る
初
め
て
の
司
法

判
断
で
、
原
発
事
業
者
の
経

営
に
影
響
を
与
え
そ
う
だ
。

勝
俣
恒
久
元
会
長
八
二
、

清
水
正
孝
元
社
長
七
八
は
経

営
ト
ッ
プ
と
し
て
、
武
黒
一

郎
元
副
社
長
七
六
、
武
藤
栄

元
副
社
長
七
二
、
小
森
明
生

元
常
務
六
九
は
原
子
力
部
門

幹
部
と
し
て
の
責
任
が
焦
点

に
な
っ
た
。
小
森
氏
を
除
く

四
人
に
賠
償
責
任
を
認
め

た
。

勝
俣
氏
、
武
黒
氏
、
武
藤

氏
は
事
故
を
巡
り
業
務
上
過

失
致
死
傷
罪
で
強
制
起
訴
さ

れ
、
一
審
は
無
罪
だ
っ
た
。

主
な
争
点
は
①
巨
大
津
波

に
よ
る
事
故
を
予
見
で
き
た

か
②
津
波
対
策
へ
の
経
営
判

断
は
適
切
だ
っ
た
か
―
な

ど
。
東
電
子
会
社
は
政
府
の

地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
が

二
〇
〇
二
年
に
公
表
し
た
地

震
予
測
「
長
期
評
価
」
に
基

づ
き
、
〇
八
年
に
福
島
第
一

原
発
に
最
大
一
五
・
七
㍍
の

津
波
が
到
達
す
る
と
試
算
し

た
。
株
主
側
は
試
算
を
踏
ま

え
、
直
ち
に
津
波
対
策
を
す

べ
き
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い

た
。旧

経
営
陣
側
は
長
期
評
価

は
信
頼
性
を
欠
く
と
反
論
。

試
算
を
対
策
に
取
り
入
れ
る

べ
き
か
の
検
討
を
土
木
学
会

へ
依
頼
し
て
い
た
段
階
で
事

故
が
発
生
し
、
結
果
を
待
た

ず
に
対
策
を
取
る
合
理
性
は

な
か
っ
た
と
し
て
い
た
。

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢
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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための
電気事業法等（※）の一部を改正する法律案【GX脱炭素電源法】の概要

※電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（再エネ特措法）、原子力基本法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉規法）、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（再処理法）

※２ 炉規法については、平成29年改正により追加された同法第78条第25号の２の規定について同改正に
おいて併せて手当する必要があった所要の規定の整備を行う。

※３ 再処理法については、法律名を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」
から 「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に改める。

① 再エネ導入に資する系統整備のための環境整備（電気事業法・再エネ特措法）
• 電気の安定供給の確保の観点から特に重要な送電線の整備計画を、経済産業
大臣が認定する制度を新設

• 認定を受けた整備計画のうち、再エネの利用の促進に資するものについては、
従来の運転開始後に加え、工事に着手した段階から系統交付金（再エネ
賦課金）を交付

• 電力広域的運営推進機関の業務に、認定を受けた整備計画に係る送電線の
整備に向けた貸付業務を追加

② 既存再エネの最大限の活用のための追加投資促進（再エネ特措法）
• 太陽光発電設備に係る早期の追加投資（更新・増設）を促すため、
地域共生や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に、既設部分と区別した
新たな買取価格を適用する制度を新設

③ 地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化（再エネ特措法）
• 関係法令等の違反事業者に、FIT/FIPの国民負担による支援を一時留保
する措置を導入
違反が解消された場合は、相当額の取り戻しを認めることで、事業者の早期改善
を促進する一方、違反が解消されなかった場合は、FIT/FIPの国民負担による
支援額の返還命令を新たに措置

• 認定要件として、事業内容を周辺地域に対して事前周知することを追加
（事業譲渡にも適用）

• 委託先事業者に対する監督義務を課し、委託先を含め関係法令遵守等を徹底

（１）地域と共生した再エネの最大限の導入拡大支援
（電気事業法、再エネ特措法）

背景・法律の概要

① 原子力発電の利用に係る原則の明確化（原子力基本法）
• 安全を最優先とすること、原子力利用の価値を明確化（安定供給、GXへの貢献等）

• 国・事業者の責務の明確化（廃炉・最終処分等のバックエンドのプロセス加速化、
自主的安全性向上・防災対策等）

② 高経年化した原子炉に対する規制の厳格化（炉規法）
• 原子力事業者に対して、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、
10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的評価を行うこと、②その結果に
基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けることを
新たに法律で義務付け

③ 原子力発電の運転期間に関する規律の整備（電気事業法）
• 運転期間は40年とし、ⅰ₎安定供給確保、ⅱ₎GXへの貢献、ⅲ₎自主的安全性
向上や防災対策の不断の改善 について経済産業大臣の認可を受けた場合に
限り延長を認める

• 延長期間は20年を基礎として、原子力事業者が予見し難い事由（安全規制に
係る制度・運用の変更、仮処分命令 等）による停止期間（α）を考慮した
期間に限定する ※原子力規制委員会による安全性確認が大前提

④ 円滑かつ着実な廃炉の推進（再処理法）
• 今後の廃炉の本格化に対応するため、使用済燃料再処理機構（NuRO₍※₎）に
ⅰ₎全国の廃炉の総合的調整、ⅱ₎研究開発や設備調達等の共同実施、
ⅲ₎廃炉に必要な資金管理 等 の業務を追加
（※） Nuclear Reprocessing Organization of Japan の略

• 原子力事業者に対して、NuROへの廃炉拠出金の拠出を義務付ける

（２）安全確保を大前提とした原子力の活用/廃炉の推進
（原子力基本法、炉規法、電気事業法、再処理法）

✓ ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応に加え、 グリーン・トランスフォーメーション
（GX）が求められる中、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要。

✓ 本年2月10日(金)に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、(1)地域と共生した再エネの最大限の導入促進、(2)安全確保を
大前提とした原子力の活用に向け、所要の関連法を改正。

※１ 災害の危険性に直接影響を及ぼしうるような土地開発に関わる許認可（林地開発許可等）については、
認定申請前の取得を求める等の対応も省令で措置。
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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための
電気事業法等（※）の一部を改正する法律案【GX脱炭素電源法】の概要

※電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（再エネ特措法）、原子力基本法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉規法）、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（再処理法）

※２ 炉規法については、平成29年改正により追加された同法第78条第25号の２の規定について同改正に
おいて併せて手当する必要があった所要の規定の整備を行う。

※３ 再処理法については、法律名を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」
から 「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に改める。

① 再エネ導入に資する系統整備のための環境整備（電気事業法・再エネ特措法）
• 電気の安定供給の確保の観点から特に重要な送電線の整備計画を、経済産業
大臣が認定する制度を新設

• 認定を受けた整備計画のうち、再エネの利用の促進に資するものについては、
従来の運転開始後に加え、工事に着手した段階から系統交付金（再エネ
賦課金）を交付

• 電力広域的運営推進機関の業務に、認定を受けた整備計画に係る送電線の
整備に向けた貸付業務を追加

② 既存再エネの最大限の活用のための追加投資促進（再エネ特措法）
• 太陽光発電設備に係る早期の追加投資（更新・増設）を促すため、
地域共生や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に、既設部分と区別した
新たな買取価格を適用する制度を新設

③ 地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化（再エネ特措法）
• 関係法令等の違反事業者に、FIT/FIPの国民負担による支援を一時留保
する措置を導入
違反が解消された場合は、相当額の取り戻しを認めることで、事業者の早期改善
を促進する一方、違反が解消されなかった場合は、FIT/FIPの国民負担による
支援額の返還命令を新たに措置

• 認定要件として、事業内容を周辺地域に対して事前周知することを追加
（事業譲渡にも適用）

• 委託先事業者に対する監督義務を課し、委託先を含め関係法令遵守等を徹底

（１）地域と共生した再エネの最大限の導入拡大支援
（電気事業法、再エネ特措法）

背景・法律の概要

① 原子力発電の利用に係る原則の明確化（原子力基本法）
• 安全を最優先とすること、原子力利用の価値を明確化（安定供給、GXへの貢献等）

• 国・事業者の責務の明確化（廃炉・最終処分等のバックエンドのプロセス加速化、
自主的安全性向上・防災対策等）

② 高経年化した原子炉に対する規制の厳格化（炉規法）
• 原子力事業者に対して、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、
10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的評価を行うこと、②その結果に
基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けることを
新たに法律で義務付け

③ 原子力発電の運転期間に関する規律の整備（電気事業法）
• 運転期間は40年とし、ⅰ₎安定供給確保、ⅱ₎GXへの貢献、ⅲ₎自主的安全性
向上や防災対策の不断の改善 について経済産業大臣の認可を受けた場合に
限り延長を認める

• 延長期間は20年を基礎として、原子力事業者が予見し難い事由（安全規制に
係る制度・運用の変更、仮処分命令 等）による停止期間（α）を考慮した
期間に限定する ※原子力規制委員会による安全性確認が大前提

④ 円滑かつ着実な廃炉の推進（再処理法）
• 今後の廃炉の本格化に対応するため、使用済燃料再処理機構（NuRO₍※₎）に
ⅰ₎全国の廃炉の総合的調整、ⅱ₎研究開発や設備調達等の共同実施、
ⅲ₎廃炉に必要な資金管理 等 の業務を追加
（※） Nuclear Reprocessing Organization of Japan の略

• 原子力事業者に対して、NuROへの廃炉拠出金の拠出を義務付ける

（２）安全確保を大前提とした原子力の活用/廃炉の推進
（原子力基本法、炉規法、電気事業法、再処理法）

✓ ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応に加え、 グリーン・トランスフォーメーション
（GX）が求められる中、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要。

✓ 本年2月10日(金)に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、(1)地域と共生した再エネの最大限の導入促進、(2)安全確保を
大前提とした原子力の活用に向け、所要の関連法を改正。

※１ 災害の危険性に直接影響を及ぼしうるような土地開発に関わる許認可（林地開発許可等）については、
認定申請前の取得を求める等の対応も省令で措置。 �Ƶƪȅ	
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原子力発電所の現状

56

東京電力HD㈱
福島第一原子力発電所

東北電力㈱
女川原子力発電所

中部電力㈱
浜岡原子力発電所

日本原子力発電㈱
東海・東海第二発電所

東京電力HD㈱
柏崎刈羽原子力発電所

中国電力㈱
島根原子力発電所

北陸電力㈱
志賀原子力発電所

日本原子力発電㈱
敦賀発電所

関西電力㈱
高浜発電所

関西電力㈱
美浜発電所 東北電力㈱

東通原子力発電所

東京電力HD㈱
東通原子力発電所

九州電力㈱
玄海原子力発電所

関西電力㈱
大飯発電所

東京電力HD㈱
福島第二原子力発電所

電源開発㈱
大間原子力発電所
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138

(2014.6.10)

(2014.2.14)

９基
再稼働

(起動日)

６基
設置変更許可

(許可日)

12基

新規制基準
審査中

(申請日)

9基
未申請

110
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PWR BWR ABWR

出力(万kW)

年数

2019年4月23日時点

四国電力㈱
伊方発電所

57

118 118

57
九州電力㈱
川内原子力発電所

(2015.8.11) (2015.10.15)

110110110110

廃炉
決定済・検討中

24基
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北海道電力㈱
泊発電所

(2013.7.8)
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(2013.12.27)
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(2014.8.12)
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(2015.11.5)

114
２５

(2015.6.16)

110
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(2016.10.5)

(2018.5.9)(2018.3.14)

(2017.5.17)(2017.6.6)

(2013.12.25)

(2018.6.16)(2018.3.23)

(2016.8.12)

(2014.12.16)

(2018.8.10)

110
４０

(2018.9.26)

52

稼働中 ８基 、停止中 １基

2018年6月14日、東京電力HD（株）は、福島第二原発を廃炉の方向で検討を進める旨を表明

(2016.4.20)

(2017.12.27)

停
止
中
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2019/02/20 15(24朝刊紙面ビューアー：朝日新聞デジタル
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また、放射能レベルの低い廃棄物（低レベル放射性廃棄物）も返還されることになっています。

「海外からの返還廃棄物の受入れ」の概要

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターは、フランスおよびイギリスから返還されるガラス固化体を最終処分するまでの間、
冷却のために貯蔵する施設です。

海外での再処理に伴い発生した廃液中の放射性物質は、溶融ガラスと混ぜ合わせ容器に封入し固化されます。これをガラス固化
体と呼びます。ガラス固化体は輸送容器（キャスク）に収納され海上輸送されます。

その後、ガラス固化体が安全に貯蔵管理できるものであることを確認するための検査・測定が行われ、貯蔵建屋に貯蔵します。

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターについて
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文字サイズ 標準 拡大 モバイルサイト
ENGLISH

よくあるご質問  お問い合わせ  サイトマップ

ホーム  エネルギー・発電設備  泊発電所（原子力）  原子力のはなし  放射性廃棄物  高レベル放射性廃棄物の処理・処分

サイト内共通メニューをスキップする。

エネルギー・発電設備エネルギー・発電設備

高レベル放射性廃棄物の処理・処分高レベル放射性廃棄物の処理・処分

高レベル放射性廃棄物の処理・処分方法高レベル放射性廃棄物の処理・処分方法

再処理工場において、原子力発電所で使い終わった燃料（使用済燃料）から再利用できるウランやプ
ルトニウムを回収すると、核分裂生成物を含む放射能レベルの高い廃液が残ります。
この廃液は溶かしたガラスと混ぜ合わせ、固めて「ガラス固化体」にします。これを「高レベル放「高レベル放
射性廃棄物」射性廃棄物」といいます。ガラスは水に溶けにくく、化学的に安定しているため、放射性物質を長期
間閉じ込めることに優れています。
ガラス固化体は、青森県六ヶ所村の貯蔵施設で30～50年間貯蔵し、冷却します。
その後、最終処分場で、放射能レベルが十分に低下するまで、人間の生活環境から長期間にわたり隔
離するため、地下深くの安定した地層中（岩盤）へ処分することとなっています。

【高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵】【高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵】

泊発電所（原子力）泊発電所（原子力）

泊発電所の概要泊発電所の概要

泊発電所の安全対策泊発電所の安全対策

泊発電所の公開情報泊発電所の公開情報

泊発電所データ集泊発電所データ集

泊発電所の立地地域のご紹介泊発電所の立地地域のご紹介

お客さまの疑問にお答えしますお客さまの疑問にお答えします

原子力のはなし原子力のはなし

放射性廃棄物放射性廃棄物

放射性廃棄物とは
低レベル放射性廃棄物の処
理・処分
高レベル放射性廃棄物の処
理・処分
高レベル放射性廃棄物の最終
処分に関するお問い合わせ窓
口
放射線放射線

燃料のリサイクル燃料のリサイクル

原子力PRセンター・泊発電原子力PRセンター・泊発電
所見学のご案内所見学のご案内

原子力に関するよくあるご質原子力に関するよくあるご質
問問

検索キーワードを入力
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TOP  よくあるご質問  オーバーパックの設計寿命は何年ですか？

オーバーパックの設計寿命は何年ですか？オーバーパックの設計寿命は何年ですか？

ガラス固化体はオーバーパック（金属製の容器）に封入し、地下水との接触を防ぎます。オーバーパックの設計寿命は埋設後
1,000年と設定しています。これは、埋設後しばらくはガラス固化体の放射能や発熱性が高く、地下水の熱対流の発生等によ
り廃棄物の周辺環境が複雑になるため、この期間の閉じ込め機能を確実にするという考え方に基づいています。オーバーパッ
クがガラス固化体を密封しているこの期間に廃棄物の周辺環境は地下深部の本来の状態に回復することから、安全評価におい
ては、埋設初期の高い放射能や発熱性に起因する不確実性を避けることができます。
なお、オーバーパックの設計にあたっては、地下深部での材料の腐食特性、周辺からの荷重に対する構造健全性などを考慮し
ながら、少なくとも1,000年間は確実に機能が維持されるように設計します。
　

利用案内 関連リンク

Copyright© Nuclear Waste Management Organization of Japan, All Rights Reserved.

採用情報 お問い合わせ・資料請求 よくあるご質問 サイトマップ English   

About NUMOAbout NUMO 地層処分について地層処分について 技術開発技術開発
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段階的な調査 

 

 

調査スケールの変遷 

 

 

好ましい地下深部の地質環境
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２．「文献調査」に応募するの？

文献調査ではなく概要調査地区に応募する。

ＮＵＭＯの応募書には「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する

地区について」応募すると明記している。そしてそれは「概要調査地区の公募」に応募するこ

と（ＮＵＭＯの応募要領P.3 留意事項）であると明記している。

高レベル処分法の処分地選定プロセスも「概要調査地区」がスタートで、「文献調査」ではない。文

献調査は概要地区選定のための手続きにすぎない。

・高レベル処分法 第6条第1項で「概要調査地区の選定」を位置づけている。

「概要調査地区の選定」（第 6 条第 1 項）で条件として文献その他の資料による調査（文献調査」）を

位置つけているに過ぎない。あくまでも「概要調査地区の選定」である。

・ＮＵＭＯも、応募要領３ページの留意事項で「『概要調査地区の公募』にあたるもの」と明記している。

３．途中で降りられるの？

ＮＵＯＭの高レベル放射性廃棄物最終処分施設を設置できるかどうかの調査に応募す

る（応募書）ことは、処分場建設を前提とした公募に応募することである。途中、首長や住

民の意向で降りることはできない。降りられるとしたら法に定めた地質条件を満たさない

場合のみ。

知事や市町村長に拒否権がないことと同じ理由で降りることはできない。

・概要調査地区を選定のための文献調査の調査事項（法第6条第1項）
機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、－略－次に掲げる事項について、あらかじめ、文献

その他の資料による調査（次項において「文献調査」という。）を行わなければならない。

1 号 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自

然現象に関する事項

2号 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項

3号 その他経済産業省令で定める事項

・省令：特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第4条第1項

１号 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の

概要に関する事項

2号 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事

項

・概要調査地区の選定 （法第6条第2項）
機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところ

により、当該文献調査の対象となった地区（以下この項において「文献調査対象地区」という。）のうち次

の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない

1号 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。

2号 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ず

るおそれが少ないと見込まれること。

3号 その他経済産業省令で定める事項

ƌ¨ñņÁǸº�ņÁǹƍƫƑƒÒŦưƭƑƋ	
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高レベル処分法は強権

2006.11.2 兼松秀代

１．知事や市町村長が反対したら、処分場はつくれないの？

決定するのは国。知事や市町村長に拒否権はない。同意を必要としない。

・特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

「第四条５項 経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、

当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重して

しなければならない。」

と規定されている。また、国会答弁で「意に反して行うことはない」と答えたが、法第４条５項にあ

るとおり、同意を必要としない。同意を必要とすると、処分場の建設ができなくなるので、意図的に外

した。

質問に立った多くの国会議員が同意を条件とするよう求めたが、「意見を聴かなければならない」と

いう原案から、「意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」に変更されただけであっ

た。尊重は同意と同じではない。「聴く」が、国はその意見に従う義務はない。

●2000年5月10日 衆議院 商工委員会 高レベル処分法審議で横路孝弘代議士の質問と政府答弁よ

り

・横路孝弘委員

「自治体の知事並びに市長の意見を聞かなければならないという点でございますが」「意見を聞い

てどうされるんですか。反対だと言われたら、どういうことになるんですか。」

・河野政府参考人

「地元の御理解と御協力を得るべく最大限努力させていただくつもりでございます。しかし、それ

でもなお地元の御意見をいただくというというでございますから、さま ざまな 御意見があれば、

これを極めて重く受け止めて、国が決定するとうことでございます。」

・横路孝弘委員

「同意がなければやらないというように解釈してよろしいんですね。反対してもやるということで

すか。」

・深谷国務大臣

「これを管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞いてこれを極めて重く受け止

めて、最終的には国が決定するものだ、そういう規定であります。」
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高レベル処分法は強権

2006.11.2 兼松秀代

１．知事や市町村長が反対したら、処分場はつくれないの？

決定するのは国。知事や市町村長に拒否権はない。同意を必要としない。

・特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

「第四条５項 経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、

当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重して

しなければならない。」

と規定されている。また、国会答弁で「意に反して行うことはない」と答えたが、法第４条５項にあ

るとおり、同意を必要としない。同意を必要とすると、処分場の建設ができなくなるので、意図的に外

した。

質問に立った多くの国会議員が同意を条件とするよう求めたが、「意見を聴かなければならない」と

いう原案から、「意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」に変更されただけであっ

た。尊重は同意と同じではない。「聴く」が、国はその意見に従う義務はない。

●2000年5月10日 衆議院 商工委員会 高レベル処分法審議で横路孝弘代議士の質問と政府答弁よ

り

・横路孝弘委員

「自治体の知事並びに市長の意見を聞かなければならないという点でございますが」「意見を聞い

てどうされるんですか。反対だと言われたら、どういうことになるんですか。」

・河野政府参考人

「地元の御理解と御協力を得るべく最大限努力させていただくつもりでございます。しかし、それ

でもなお地元の御意見をいただくというというでございますから、さま ざまな 御意見があれば、

これを極めて重く受け止めて、国が決定するとうことでございます。」

・横路孝弘委員

「同意がなければやらないというように解釈してよろしいんですね。反対してもやるということで

すか。」

・深谷国務大臣

「これを管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞いてこれを極めて重く受け止

めて、最終的には国が決定するものだ、そういう規定であります。」
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・省令：特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第5条第2項

1号 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結

堆積物であるとの記録がないこと。

2号 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採

が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。

★余呉町議会のある議員は応募すると言うことは、申し入れと違い自分の意思で応募する。だから途中

で降りることはできないと語った。そのとおりである。

４．住民の意見は反映されるか？

ＮＵＭＯは概要調査地区選定にあたり、報告書を作成し関係機関や住民に示、報告書に対して説明

会を開催したり、住民らの意見書の提出を認めなければならない。

しかし

・状況によっては説明会を開かなくても良い。

・意見書は出すだけ。ＮＵＭＯのデータに明らかな誤りがある場合を除いて、見直される

ことはない。それ以外は聞き置くのみ。

・省令：特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第8条第4項

第8条 機構は、前条第一項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させ

るための説明会（以下この条において「説明会」という。）を開催しなければならない。

－省略－

４ 機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第二項の規定による

公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場

合において、機構は、前条第一項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周

知させるように努めなければならない。

1号 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。

2号 機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこ

とが明らかであること。

・省令：特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第11条）

（報告書についての意見）

第11条 機構は、第9条第1項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしな

ければならない。

※ 配意：「聞き置く」程度

※ 文献調査には法的に報告書作成義務、住民説明会及び意見書の受付の義務もない。

★高レベル処分法は強権

以上のように、高レベル処分法は知事や当該市町村長の意見を聞いて尊重するといいながら、拒

否権を認めず、同意を求めず、各段階ごとの決定は「国」が行う。

説明会を開くといいながら、状況によっては開かなくても良いことが施行規則で決まっている。

意見書は出せるがＮＵＭＯのデータに誤りがない限り、「配意」（聞き置く）することが施行規則で

決まっている。このように強権な法律の下では応募してはらない。
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平２０広地発第１号 
平成２０年４月２４日 

青 森 県 知 事 
 三村 申吾 殿 

日 本 原 燃 株 式 会 社 
代表取締役社長 兒島伊佐美 

 
高レベル放射性廃棄物の最終処分について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 青森県及び六ヶ所村をはじめとする関係者の皆さまにおかれましては、当社

の原子燃料サイクル事業につきまして、深いご理解とご協力を賜っております

ことを心から厚くお礼申し上げます。 
さて、当社施設で貯蔵している高レベル放射性廃棄物について、当社は、発

生者責任を有する電気事業者から委託を受け、あくまでも一時貯蔵として管理

しており、平成６年及び平成７年に貴県に提出した文書のとおり、青森県にお

いて最終処分を行わないことを確約しております。 
今般、４月１０日に、貴職より改めて文書による確約のご要請をいただきま

したが、当社は、今後とも、六ヶ所村に貯蔵される高レベル放射性廃棄物につ

いて、貯蔵管理期間終了時点までに、電気事業者によって確実に青森県外に搬

出されることを確約いたします。 
敬 具 
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図１　ＢＷＲにおける廃棄物の区分例

：余裕深度処分対象低レベル放射性廃棄物

：低レベル放射性廃棄物

：極低レベル放射性廃棄物

：放射性廃棄物として扱う必要のない物

（注）解体後除染等の処理を想定
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生体遮へい壁

生体遮へい壁

熱遮へい壁
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図㧞　㧼ＷＲにおける廃棄物の区分例

：余裕深度処分対象低レベル放射性廃棄物

：低レベル放射性廃棄物�

：極低レベル放射性廃棄物�

：放射性廃棄物として扱う必要のない物�

（注）解体後除染等の処理を想定�
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